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会誌『グローバル⼈材育成教育研究』投稿規程 

第１条 本誌はグローバル⼈材育成教育に関する論⽂等を掲載する。 

第 2 条 掲載する論⽂等の種別は、研究論⽂、研究ノート、実践研究、論壇・展望、解説・講座、報告、書評、巻頭⾔と

し、種別ごとの内容とページ数は別表の通りとする。 

  2 書評は、編集委員会が選定した図書、および図書の著者等からの掲載依頼を受けて編集委員会が掲載が適当であ

ると判断したものを対象とする。いずれも出版後 2 年以内の図書とする。執筆者は編集委員会にて選出する。 

第 3 条 研究論⽂、研究ノートおよび実践研究は本学会の会員が筆頭著者であるものに限る。 

2 論壇・展望、解説・講座、報告、書評、巻頭⾔については、編集委員会が特に認めた場合は⾮会員が筆頭著者とな

ることができる。 

第 4 条 掲載する論⽂等は、編集委員会が委嘱する査読者による査読審査を経るものとし、査読審査を経て編集委員会が

公表するのにふさわしいと認めた原稿について、編集委員⻑がその掲載を決定する。 

第 5 条 著者に対して原稿料の⽀払いはせず、掲載料の徴収も⾏わない。 

第 6 条 原稿は、⽇本語または英語を使⽤し、指定された形式で作成する。  

2 研究論⽂、研究ノートおよび実践研究に関しては、本⽂で使⽤する⾔語に関わらず、200 語以内の英⽂の要約を

付けるものとする。 

第 7 条 投稿の際は、本学会ホームページの指定されたフォームに必要事項の記⼊を⾏い、原稿のファイルを添付して送

信する。 

第 8 条 原稿は未発表のものに限り、⼆重投稿を禁じる。本誌に投稿した原稿の採否が決定するまでは、著者は同内容の

原稿を他の雑誌等に投稿してはならない。 

第 9 条 原稿作成上、研究倫理に関する項⽬等がある場合は、所属機関等の研究規程にしたがって承認を受けている旨、

原稿に明記するものとする。 

第 10 条 ⼈物が映っているなど、肖像権への配慮を要する写真等を掲載する場合は、個⼈や団体・組織が特定できないよ

う、原則として匿名化並びに画像の加⼯等を施すこととする。 

2 上記にかかわらず、個⼈や団体・組織が特定できる写真等を掲載する必要がある場合は、所属機関等の肖像権に

関する研究倫理規定等に従うこととし、その旨原稿に 明記するものとする。 

第 11 条 本誌に掲載された論⽂等の全ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）は、本学会に

帰属する。 

第 12 条 著者が本誌に掲載された論⽂等の抜き刷り（PDFファイルを含む）を配布するにあたっては、本学会の許諾は必

要としないものとする。ただし出典を明記し、配布は完成版のみとする。 

第１3 条 本誌は原則として年⼆回以上発⾏する。 

第１4 条 この規程を改廃するときは、編集委員会の議決を経て理事会で承認するものとする。 

 （2025 年 8⽉ 31 ⽇改訂） 
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別表 

種別 内容   ページ数・図表等を含む 

研究論⽂ 

(Research Paper) 

グローバル⼈材育成教育に関する研究成果について論じたもの 6〜12 

研究ノート 

(Research Note) 

論⽂に準じ、速報性を有し、研究過程で得られた結果・知⾒など

をまとめたもの 

4〜6 

実践研究 

(Practical Research) 

グローバル⼈材育成教育に関する実践活動（授業など）の内容・

⽅法とそこから得られた知⾒を述べたもの 

4〜12 

論壇・展望 

(Column・Prospect) 

① グローバル⼈材育成教育に関して意⾒や主張などを述べた

もの

② 主題について、最近の進歩や将来の予測を広い視野に⽴っ

て述べたもの

2〜8 

解説・講座 

(Explanatory Notes) 

①主題について、会員の啓発に資するように、平易に説明したも

の 

②グローバル⼈材育成教育に関する技術、⼿法、教材および教育

プログラムなどについて客観的に説明したもの 

4〜8 

報告 

(Report) 

①本会に設置されている委員会・⽀部・専⾨部会からの報告 

②会員にとって有⽤な情報、記録にとどめるべき資料や情報な

どをまとめたもの 

書評 

(Book Review) 

本学会員が著者等（著者、編集者、監修者等）として出版した、

グローバル⼈材育成教育に関する図書について、内容を紹介し、

評価を記載したもの 

2 以内 

巻頭⾔ 

(Preface) 

会⻑などが、巻頭に述べるもの 2 以内 

12 2〜 




